
議案第８９号 

 

新座市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要 

な基準を定める条例及び新座市指定介護予防支援等の事業の人員及び 

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

（新座市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準

を定める条例の一部改正） 

第１条 新座市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な

基準を定める条例（平成２６年新座市条例第４３号）の一部を次のように改正

する。 

次の表中下線の表示部分（以下この条において、改正前の欄にあっては「改

正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次

のとおりとする。 

⑴ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

⑵ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  

（地域包括支援センターの職員に係る基準及

び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当する

区域における第１号被保険者の数がおおむね

３，０００人以上６，０００人未満ごとに置

くべき専らその職務に従事する常勤の職員の

員数（地域包括支援センター運営協議会が第

１号被保険者の数及び地域包括支援センター

の運営の状況を勘案して必要であると認める

ときは、常勤換算方法によることができる。

次項において同じ。）は、原則として次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めると

おりとする。 

⑴～⑶ ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援セ

ンター運営協議会が地域包括支援センターの

効果的な運営に資すると認めるときは、複数

の地域包括支援センターが担当する区域を一

の区域として、当該区域内の第１号被保険者 

の数について、おおむね３，０００人以上 

６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常

勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援セ

（地域包括支援センターの職員に係る基準及

び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当する

区域における第１号被保険者の数がおおむね

３，０００人以上６，０００人未満ごとに置

くべき専らその職務に従事する常勤の職員の

員数は、原則として次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

⑴～⑶ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ンターに配置することにより、当該区域内の

一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の 

基準を満たすものとする。この場合において、 

当該区域内の一の地域包括支援センターに置

くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号

に掲げる者のうちから２人とする。 

３ 地理的条件その他の条件を勘案して特定の

生活圏域に一の地域包括支援センターを設置 

することが必要であると地域包括支援セン 

ター運営協議会において認められた場合は、

当該地域包括支援センターの職員の員数は、

次の表の左欄に掲げる担当する区域における

第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の

右欄に定めるとおりとする。 

担当する区域に

おける第１号被

保険者の数 

職員の員数 

お お む ね 

１，０００人未

満 

第１項各号に掲げる

者のうちから１人又

は２人 

お お む ね 

１，０００人以

上２，０００人

未満 

第１項各号に掲げる 

者のうちから２人 

（うち１人は専らそ

の職務に従事する常

勤の職員とする。） 

お お む ね 

２，０００人以

上３，０００人

未満 

専らその職務に従事 

する常勤の職員で 

あって、第１項第１

号に掲げるもののう

ちから１人及び同項

第２号又は第３号に

掲げるもののうちか

ら１人 

４ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

２ 地理的条件その他の条件を勘案して特定の

生活圏域に一の地域包括支援センターを設置 

することが必要であると地域包括支援セン 

ター運営協議会において認められた場合は、

当該地域包括支援センターの職員の員数は、

次の表の左欄に掲げる担当する区域における

第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の

右欄に定めるとおりとする。 

担当する区域に

おける第１号被

保険者の数 

職員の員数 

お お む ね 

１，０００人未

満 

前項各号に掲げる者

のうちから１人又は

２人 

お お む ね 

１，０００人以

上２，０００人

未満 

前項各号に掲げる者

のうちから２人（う

ち１人は専らその職

務に従事する常勤の

職員とする。） 

お お む ね 

２，０００人以

上３，０００人

未満 

専らその職務に従事 

する常勤の職員で 

あって、前項第１号

に掲げるもののうち

から１人及び同項第

２号又は第３号に掲

げるもののうちから

１人 

３ ［略］ 

  

（新座市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第２条 新座市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２６年新座市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下この条において、改正前の欄にあっては「改

正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、改

正部分をそれに対応する改正後部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  



（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、法第１１５条

の２３第３項の規定により指定介護予防支援

の一部を委託する場合は、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

⑴ 地域包括支援センター運営協議会（介護

保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ

に規定する地域包括支援センター運営協議

会をいう。）の議を経ること。 

⑵～⑷ ［略］ 

（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者は、法第１１５条

の２３第３項の規定により指定介護予防支援

の一部を委託する場合は、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

⑴ 地域包括支援センター運営協議会（介護

保険法施行規則第１４０条の６６第１号ロ

⑵に規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。）の議を経ること。 

⑵～⑷ ［略］ 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年１１月２７日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

   提 案 理 由 

介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図りたいので、

この案を提出するものである。 


